
四日市市自転車等駐車場等条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２４日 

四日市市長  森  智 広     

 

四日市市条例第２０号 

四日市市自転車等駐車場等条例の一部を改正する条例 

 四日市市自転車等駐車場等条例（平成１３年四日市市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（自転車等駐車場の使用可能車両） （自転車等駐車場の利用可能車両） 

第３条 自転車等駐車場を使用できる車

両は、別に規則で定める。 

第３条 自転車等駐車場を利用できる車

両は、別に規則で定める。 

  

（レンタサイクルの設置） （レンタサイクルの設置） 

第５条 本市は、自転車を近距離公共交

通機関の１つとして市民及び本市を訪

れる者の使用に供するため、別に規則

で定めるレンタサイクルポートにレン

タサイクルを設置する。 

第５条 本市は、自転車を近距離公共交

通機関の１つとして市民及び本市を訪

れる者の利用に供するため、別に規則

で定めるレンタサイクルポートにレン

タサイクルを設置する。 

  

（レンタサイクルの使用対象者） （レンタサイクルの利用対象者） 

第６条 レンタサイクルを使用できる者

は、次の各号のいずれにも該当する者

とする。 

第６条 レンタサイクルを利用できる者

は、次の各号のいずれにも該当する者

とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) レンタサイクルを使用するに当た

り安全上支障のない者であること。 

(2) レンタサイクルを利用するに当た

り安全上支障のない者であること。 

  

（レンタサイクルの使用時間） （レンタサイクルの利用時間） 

第７条 レンタサイクルを使用できる時 第７条 レンタサイクルを利用できる時



間は、別に規則で定める。 間は、別に規則で定める。 

  

 （自転車等駐車場及びレンタサイクル

の管理） 

第８条 自転車等駐車場及びレンタサイ

クルの管理は、法第２４４条の２第３

項の規定により、法人その他の団体で

あって、市が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせること

ができる。 

  

 （指定管理者の業務の範囲） 

第９条 指定管理者の業務の範囲は、次

のとおりとする。 

(1) 次条に規定する利用許可、第１５

条に規定する駐車の拒否、第１７条

に規定する利用許可の取消しその他

利用許可に関する業務 

(2) 第１１条に規定する利用料金（以

下「料金」という。）の徴収、第１

２条に規定する料金の減免、第１３

条に規定する料金の還付その他料金

に関する業務 

(3) 自転車等駐車場の施設その他の物

件（以下「施設等」という。）及び

レンタサイクルの維持管理に関する

業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか市長が

必要と認めた業務 

  

（使用許可） （利用許可） 

第８条 自転車等駐車場又はレンタサイ 第１０条 自転車等駐車場又はレンタサ



クルを使用しようとする者は、市長の

許可を受けなければならない。 

イクルを利用しようとする者は、指定

管理者の許可を受けなければならな

い。 

２ 市長は、自転車等駐車場の管理上必

要があると認めたときは、前項の規定

により許可を受けた者に対し、駐車の

位置を指定し、又は自転車等駐車場の

管理上必要な範囲内で条件を付するこ

とができる。 

２ 指定管理者は、自転車等駐車場の管

理上必要があると認めたときは、前項

の規定により許可を受けた者に対し、

駐車の位置を指定し、又は自転車等駐

車場の管理上必要な範囲内で条件を付

することができる。 

３ 市長は、自転車等駐車場の収容能力

を超えるときその他自転車等駐車場の

管理上支障があると認めたときは、自

転車等駐車場の使用を許可しない。 

３ 指定管理者は、自転車等駐車場の収

容能力を超えるときその他自転車等駐

車場の管理上支障があると認めたとき

は、自転車等駐車場の利用を許可しな

い。 

４ 市長は、レンタサイクルの管理上必

要があると認めたときは、第１項の規

定により許可を受けた者に対し必要な

条件を付し、又は同項の許可をしない

ことができる。 

４ 指定管理者は、レンタサイクルの管

理上必要があると認めたときは、第１

項の規定により許可を受けた者に対し

必要な条件を付し、又は同項の許可を

しないことができる。 

  

（使用料の額） （利用料金の額等） 

第９条 自転車等駐車場又はレンタサイ

クルを使用する者（以下「使用者」と

いう。）は、別に規則で定めるところ

により自転車等駐車場又はレンタサイ

クルの使用区分ごとの使用料を納付し

なければならない。 

第１１条 自転車等駐車場又はレンタサ

イクルを利用する者（以下「利用者」

という。）は、別に規則で定めるとこ

ろにより自転車等駐車場又はレンタサ

イクルの利用区分ごとの料金を納付し

なければならない。 

２ 前項に定める使用料の額は、別表に

定める額とする。 

２ 料金の額は、別表に定める額の範囲

内において、指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定める額とする。 

 ３ 料金は、法第２４４条の２第８項の

規定に基づき、指定管理者の収入とし



て収受させるものとする。 

  

（使用料の減免） （料金の減免） 

第１０条 市長は、別に規則で定める基

準に従い、使用料を減額し、又は免除

することができる。 

第１２条 指定管理者は、別に規則で定

める基準に従い、料金を減額し、又は

免除することができる。 

  

（使用料の還付） （料金の還付） 

第１１条 既納の使用料は還付しない。

ただし、自転車等駐車場又はレンタサ

イクルの供用時間若しくは使用時間の

変更、休止又は廃止その他特別の理由

が生じたときは、市長は、その全部又

は一部を還付することができる。 

第１３条 既納の料金は還付しない。た

だし、自転車等駐車場又はレンタサイ

クルの供用時間若しくは利用時間の変

更、休止又は廃止その他特別の理由が

生じたときは、指定管理者は、その全

部又は一部を還付することができる。 

  

（譲渡又は転貸の禁止） （譲渡又は転貸の禁止） 

第１２条 使用者は、自転車等駐車場又

はレンタサイクルの使用の権利を第三

者に譲渡又は転貸してはならない。 

第１４条 利用者は、自転車等駐車場又

はレンタサイクルの利用の権利を第三

者に譲渡又は転貸してはならない。 

  

（駐車の拒否） （駐車の拒否） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれか

に該当すると認めたときは、駐車を拒

否することができる。 

第１５条 指定管理者は、次の各号のい

ずれかに該当すると認めたときは、駐

車を拒否することができる。 

(1) 自転車等駐車場の施設その他の物

件（以下「施設等」という。）の構

造上自転車等を駐車させることがで

きないとき。 

(1) 施設等の構造上自転車等を駐車さ

せることができないとき。 

(2)から(4)まで （略） (2)から(4)まで （略） 

  

（禁止行為） （禁止行為） 

第１４条 （略） 第１６条 （略） 



  

（使用許可の取消し） （利用許可の取消し） 

第１５条 市長は、使用者が次の各号の

いずれかに該当すると認めたときは、

第８条第１項の規定に基づく許可を取

り消すことができる。 

第１７条 指定管理者は、利用者が次の

各号のいずれかに該当すると認めたと

きは、第１０条第１項の規定に基づく

許可を取り消すことができる。 

(1) 使用者が、前条各号に掲げる行為

をしたとき。 

(1) 利用者が、前条各号に掲げる行為

をしたとき。 

(2) 使用者が、使用の許可に係る条件

に違反したとき。 

(2) 利用者が、利用の許可に係る条件

に違反したとき。 

(3) 使用者が、偽りその他不正手段に

より使用の許可を受けたとき。 

(3) 利用者が、偽りその他不正手段に

より利用の許可を受けたとき。 

(4) （略） (4) （略） 

  

（損害賠償） （損害賠償） 

第１６条 使用者は、施設等又はレンタ

サイクルを損傷又は滅失したときは、

市長の定めるところに従い、これを原

状に回復し、又はその損害を賠償しな

ければならない。 

第１８条 利用者は、施設等又はレンタ

サイクルを損傷又は滅失したときは、

市長の定めるところに従い、これを原

状に回復し、又はその損害を賠償しな

ければならない。 

  

（自転車等駐車場内における損害の責

任） 

（自転車等駐車場内における損害の責

任） 

第１７条 市は、自転車等駐車場内にお

いて第三者の行為により生じた損害に

ついては、その賠償の責めを負わない

ものとする。 

 

第１９条 市及び指定管理者は、自転車

等駐車場内において第三者の行為によ

り生じた損害については、その賠償の

責めを負わないものとする。 

（管理の代行等） 

第１８条 市長は、自転車等駐車場及び

レンタサイクルを管理上必要があると

認めるときは、法第２４４条の２第３

 



項の規定により、法人その他の団体で

あって市が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に管理を行わせる

ことができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に管理

を行わせる場合の当該指定管理者が行

う業務は、次に掲げる業務とし、指定

管理者は、この条例及びこれに基づく

規則の規定に従って誠実に自転車等駐

車場及びレンタサイクルを管理しなけ

ればならない。 

(1) 第８条に規定する使用許可、第１

３条に規定する駐車の拒否、第１５

条に規定する使用許可の取消しその

他使用許可に関する業務 

(2) 第９条に規定する使用料の徴収、

第１０条に規定する使用料の減免、

第１１条に規定する使用料の還付そ

の他使用料に関する業務 

(3) 施設等及びレンタサイクルの維持

管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、自転

車等駐車場及びレンタサイクルの管

理に関して市長が必要と認めた業務 

３ 第１項の規定により指定管理者に管

理を行わせる場合における第８条から

第１１条まで、第１３条、第１５条、

第１７条及び別表の規定の適用につい

ては、第８条中「市長」とあるのは

「指定管理者」と、第９条中「使用

料」とあるのは「利用料金」と、同条

第２項中「別表に定める額」とあるの



は「別表に定める額の範囲内におい

て、指定管理者があらかじめ市長の承

認を得て定める額」と、第１０条中

「市長」とあるのは「指定管理者」

と、「使用料」とあるのは「利用料

金」と、第１１条、第１３条及び第１

５条中「市長」とあるのは「指定管理

者」と、第１７条中「市」とあるのは

「市及び指定管理者」と、別表中「使

用料」とあるのは「利用料金の上限

額」とする。 

４ 第１項の規定により指定管理者に管

理を行わせる場合における利用料金

は、法第２４４条の２第８項の規定に

基づき、指定管理者の収入として収受

させるものとする。 

 

（委任） （委任） 

第１９条 （略） 第２０条 （略） 

  

（過料） （過料） 

第２０条 市長は、第１４条の規定に違

反して自転車等駐車場の管理に支障を

及ぼす行為をした者に対しては、５万

円以下の過料を科する。 

第２１条 市長は、第１６条の規定に違

反して自転車等駐車場の管理に支障を

及ぼす行為をした者に対しては、５万

円以下の過料を科する。 

 

改正後 

別表（第９条関係） 

１ 自転車等駐車場に係る使用料 

 使用の区分 使用料  

 一時使用 定期使用（１か 定期使用（３か  



月） 月） 

 自転車 一般 １５０円 ２,７５０円 ８,２５０円  

学生 １５０円 １,９３０円 ５,７９０円 

 原動機付自転車 ２８０円 ３,８５０円 １１,５５０円  

 自動二

輪車 

５０ｃｃ超１２

５ｃｃ以下 
４１０円 ４,６８０円 １４,０４０円 

 

  １２５ｃｃ超 ５５０円 ５,９１０円 １７,７３０円  

２ レンタサイクルに係る使用料 

 使用の区分 使用料  

 １日使用 定期使用（１か月）  

 自転車（電動ア

シスト自転車を

除く。） 

一般 １５０円 ２,７５０円  

 学生 
１５０円 １,９３０円 

 

 電動アシスト自転車 ３００円   

備考 （略） 

 

改正前 

別表（第１１条関係） 

１ 自転車等駐車場に係る料金 

 利用の区分 料金の上限額  

 一時利用 定期利用（１か

月） 

定期利用（３か

月） 

 

 自転車 一般 １２０円 ２，２００円 ６，６００円  

学生 １２０円 １，７６０円 ５，２８０円 

 原動機付自転車 ２２０円 ３，０８０円 ９，２４０円  

 自動二

輪車 

５０ｃｃ超１２

５ｃｃ以下 
３３０円 ３，７４０円 １１，２２０円 

 

  １２５ｃｃ超 ４４０円 ４，７３０円 １４，１９０円  

２ レンタサイクルに係る料金 

 利用の区分 料金の上限額  

 １日利用 定期利用（１か月）  



 自転車（電動ア

シスト自転車を

除く。） 

一般 １２０円 ２，２００円  

 学生 １２０円 １，７６０円  

 電動アシスト自転車 ２４０円   

備考 （略） 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の四日市市自転車等駐車場等条例別表の規定は、この条例の施行の日以後

に行う自転車等駐車場及びレンタサイクルの使用許可に係る使用料について適用し、

同日前に行う自転車等駐車場及びレンタサイクルの利用許可に係る利用料金の上限

額については、なお従前の例による。 

（都市整備部道路管理課） 

 


